
租税特別措置法 

 

第三章 法人税法の特例 

第六節 資産の譲渡の場合の課税の特例 

第四款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例 

（特定の資産の買換えの場合の課税の特例） 

第六十五条の七 法人（清算中の法人を除く。以下この款において同じ。）が、昭和四十五

年四月一日から令和八年三月三十一日までの期間（第九項において「対象期間」という。）

内に、その有する資産（棚卸資産を除く。以下この款において同じ。）で次の表の各号の

上欄に掲げるもの（その譲渡につき第六十三条第一項の規定の適用がある土地等（土地又

は土地の上に存する権利をいう。以下第六十五条の九までにおいて同じ。）を除く。以下

この条において同じ。）の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度におい

て、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該

取得をした資産（第四項及び第十二項並びに次条第十四項及び第十五項を除き、以下この

条及び次条において「買換資産」という。）を当該各号の下欄に規定する地域内にある当

該法人の事業の用（同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用。

第三項及び第九項において同じ。）に供したとき（当該事業年度において当該事業の用に

供しなくなつたときを除く。）、又は供する見込みであるとき（適格合併により当該買換資

産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併によ

り移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用（同表の第四号の下欄

に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用）に供する見込みであるときその他

の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。）は、当該買換資産（政令で定めると

ころにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合に

おける当該買換資産に限る。）につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算し

た金額の百分の八十（当該譲渡をした資産が同表の第一号の上欄に掲げる資産（同欄のハ

に掲げる区域内にあるものに限る。）に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げ

る資産に該当する場合には、百分の七十）に相当する金額（以下この項及び第九項におい

て「圧縮限度額」という。）の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその

帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した

決算において積立金として積み立てる方法（当該事業年度の決算の確定の日までに剰余

金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。）により経理したときに限り、その

減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金

の額に算入する。 

譲渡資産 買換資産 

一～三 （略） （略） 

四 船舶（船舶法第一条に規定する日本船舶に限るものと  



し、漁業（水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。）の用

に供されるものを除く。以下この号において同じ。）のうち

その進水の日からその譲渡の日までの期間が政令で定め

る期間に満たないもの（建設業その他の政令で定める事業

の用に供されるものにあつては、平成二十三年一月一日以

後に建造されたものを除く。） 

 

船舶（政令で定めるもの

に限る。） 

２ 前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の買換資産（次項の規定により買換

資産とみなされた資産を含む。）のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前

項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、

当該事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎とし

て政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当

該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資

産に該当しないものとする。 

３ 第一項に規定する場合において、当該法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄

に掲げるものの譲渡をした日を含む事業年度開始の日前一年（工場等の建設に要する期

間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政

令で定める期間）以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日か

ら一年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人

の事業の用に供したとき（当該事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日

とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなつたときを除く。）、又は供する見

込みであるときは、当該法人は、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの

項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第一項の規定に該

当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。 

４ 第一項の規定の適用を受けた法人が、同項に規定する買換資産（同項の規定の適用を受

けた事業年度以後の事業年度において法人税法第六十四条の十一第一項、第六十四条の

十二第一項又は第六十四条の十三第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する

時価評価資産に該当するものを除く。）の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を

第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用（同表の第四号の

下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用）に供しない場合又は供しなくなつた

場合（適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配（以下この条において「適格

合併等」という。）により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は

被現物分配法人（以下この条において「合併法人等」という。）に移転する場合を除く。）

には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき同項の規定により損金の額に算入

された金額に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくな

つた日を含む事業年度（適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したこと

により当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日を



含む事業年度）の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 

５ 第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金

算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金

額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用す

る。 

６ 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、

その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当

該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に

限り、第一項の規定を適用することができる。 

７ 第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第五十三条第一項各号に掲げる規

定は、適用しない。 

８ 第一項の規定の適用を受けた買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する

場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金

額（第四項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を

除く。）は、当該買換資産の取得価額に算入しない。 

９ 法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度

において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配（その日以後に行われるものに限る。

以下この項及び第十一項において「適格分割等」という。）を行う場合において、当該事

業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第

一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産（当

該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分割等

の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当

該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人（以下この項

において「分割承継法人等」という。）において当該適格分割等により移転を受ける当該

各号の下欄に規定する地域内にある事業の用（同表の第四号の下欄に掲げる資産につい

ては、その移転を受ける事業の用）に供することが見込まれるものに限る。）を当該分割

承継法人等に移転するときは、当該買換資産（政令で定めるところにより納税地の所轄税

務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該買換資産に限

る。）につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を

減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の

計算上、損金の額に算入する。 

１０ 第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定す

る場合について、第七項及び第八項の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産につい

て、それぞれ準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術

的読替えは、政令で定める。 

１１ 第九項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二



月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を

納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 

１２ 適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する

買換資産（これらの規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第六

十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項の規定の適

用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。）の移転を受け

た合併法人等が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分

配法人（以下この条において「被合併法人等」という。）が当該買換資産の取得をした日

から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた

第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用（同表の第四号の下欄に掲げ

る資産については、その移転を受けた事業の用）に供しない場合又は供しなくなつた場合

（適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。）には、政令で定

めるところにより、当該買換資産につき同項又は第九項の規定により当該被合併法人等

において損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過す

る日又はその供しなくなつた日を含む当該合併法人等の事業年度（適格合併に該当しな

い合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しな

くなつた場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度）の所得の金額の計算上、益金の

額に算入する。 

１３ 適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産の移転を受けた

合併法人等が当該買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当

該適格合併等に係る被合併法人等において当該買換資産の取得価額に算入されなかつた

金額は、当該買換資産の取得価額に算入しない。 

１４ 第一項又は第九項の規定（第一項の表の第三号に係る部分に限る。）を適用する場合

において、法人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が第一号に掲げる地域内にある資

産に該当し、かつ、当該法人が取得をした同表の第三号の下欄に掲げる資産が第二号若し

くは第三号に掲げる地域内にある資産に該当するとき、又は法人が譲渡をした同表の第

三号の上欄に掲げる資産が第三号に掲げる地域内にある本店資産（当該法人の本店又は

主たる事務所として使用される建物及び構築物並びにこれらの敷地の用に供される土地

等をいう。以下この項において同じ。）に該当し、かつ、当該法人が取得をした同表の第

三号の下欄に掲げる資産が第一号に掲げる地域内にある本店資産に該当するときは、こ

れらの取得をした資産に係る第一項に規定する圧縮限度額は、同項の規定にかかわらず、

当該資産が次の各号に掲げる地域のうちいずれの地域内にあるかに応じ当該各号に定め

る金額とする。 

一 地域再生法第五条第四項第五号イに規定する集中地域（次号において「集中地域」とい

う。）以外の地域 第一項に規定する計算した金額の百分の九十に相当する金額 

二 集中地域（次号に掲げる地域を除く。） 第一項に規定する計算した金額の百分の七十



五に相当する金額 

三 地域再生法第十七条の二第一項第一号に規定する政令で定めるもの 第一項に規定す

る計算した金額の百分の七十（その譲渡をした資産及び取得をした資産のいずれもが本

店資産に該当する場合には、百分の六十）に相当する金額 

１５ 第二項から前項まで（第九項を除く。）に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資

産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定によ

り損金の額に算入される金額の計算その他同項及び第九項の規定の適用に関し必要な事

項は、政令で定める。 

１６ この条及び次条における用語については、次に定めるところによる。 

一 譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合

として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、

次に掲げるものを含まないものとする。 

イ 第六十四条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一

号及び第三号から第七号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収

による譲渡（第六十四条第二項又は第六十五条第七項から第九項までの規定により

これらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされ

る場合における当該譲渡を含む。） 

ロ 贈与、交換、出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による

譲渡その他政令で定める譲渡 

ハ 合併又は分割による資産の移転 

二 取得には、建設及び製作を含むものとし、第一項の表の第一号及び第三号の上欄の場

合を除き、合併、分割、贈与、交換、出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定

する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるも

のを含まないものとする。 

三 「圧縮基礎取得価額」とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額（買換資産が

第三項（第十項において準用する場合を含む。）の規定により買換資産とみなされた資

産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産であるときは、当該金額を基礎として政

令で定めるところにより計算した金額）をいう。 

イ 当該買換資産の取得価額 

ロ 当該買換資産に係る第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る対価の額

（既に当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもつて取得した当該各号に係

る他の買換資産で同項の規定の適用を受けるものがある場合その他の政令で定める場

合には、買換資産の取得に充てる金額として政令で定める金額を控除した金額。次条第

一項及び第二項において同じ。） 

四 「差益割合」とは、当該事業年度において譲渡をした第一項の表の上欄に掲げる資産

の当該譲渡に係る対価の額のうちに、当該対価の額から当該資産の譲渡直前の帳簿価



額（当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額（当該資産が適格合併等によ

り被合併法人等から移転を受けた資産である場合には、当該被合併法人等が支出した

当該経費の額を含む。）を加算した金額）を控除した金額の占める割合をいう。 

 

（特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例） 

第六十五条の八 法人が、昭和四十五年四月一日から令和八年三月三十一日までの期間（次

項において「対象期間」という。）内に、その有する資産で前条第一項の表の各号の上欄

に掲げるもの（その譲渡につき第六十三条第一項の規定の適用がある土地等を除く。）の

譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度（解散の日を含む事業年度及

び被合併法人の合併（適格合併を除く。）の日の前日を含む事業年度を除く。）終了の日の

翌日から一年を経過する日までの期間（前条第三項に規定する政令で定めるやむを得な

い事情があるため、当該期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難

である場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けた

ときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税

務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第四項第二号において「取得指定期間」

という。）内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得

の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該

法人の事業の用（同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用）に

供する見込みであるとき（当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当

該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をす

る見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該取得をし

た資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業

の用（同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用）に供す

る見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。）は、当該譲渡をした資産の譲渡

に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得

に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十（当該譲渡をした資

産が同表の第一号の上欄に掲げる資産（同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。）に

該当し、かつ、当該取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場

合には、百分の七十。次項において同じ。）に相当する金額以下の金額を当該譲渡の日を

含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法（当該事業年度の決算の確

定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。）により経理した

場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、

損金の額に算入する。 

２ 法人が、対象期間内に前項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度に

おいて適格分割又は適格現物出資（その日以後に行われるものに限る。第八項を除き、以

下この条において「適格分割等」という。）を行う場合において、次に掲げる要件を満た



すときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分割等に係る分割

承継法人又は被現物出資法人において当該譲渡をした資産に係る前条第一項の表の各号

の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の百分

の八十に相当する金額の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの（以下この条において

「期中特別勘定」という。）を設けたときに限り、その設けた期中特別勘定の金額に相当

する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 

一 当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割等の日から当該譲渡の日

を含む事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間（前条第三項に規定す

る政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人又は被現物出資法人が

当該期間内に同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である

場合において、当該譲渡をした法人が政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長

の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内

において当該税務署長が認定した日までの期間）内に当該各号の下欄に掲げる資産の取

得をすることが見込まれること。 

二 前号の取得の日から一年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取

得をした資産を当該適格分割等により移転を受ける前条第一項の表の各号の下欄に規定

する地域内にある事業の用（同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受

ける事業の用）に供することが見込まれること。 

３ 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以

内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄

税務署長に提出した場合に限り、適用する。 

４ 法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適

格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額又は

期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割

承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐものとする。 

一 適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額（既に益金の額

に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除

した金額。以下この条において同じ。） 

二 適格分割等 当該適格分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当

該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が取得指定期間の末日までに前条

第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日

から一年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当

該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用（同

表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用）に供することが

見込まれる場合における当該資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算し

た金額に対応する部分の金額として政令で定める金額及び当該適格分割等に際して設け



た期中特別勘定の金額 

５ 前項の規定は、第一項の特別勘定を設けている法人で適格分割等を行つたもの（当該特

別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であつて、適格分割等により分割承継

法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。）にあつ

ては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分

割等により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財

務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適

用する。 

６ 第四項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が引継ぎを受けた特

別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法

人が第一項の規定により設けている特別勘定の金額とみなす。 

７ 前条第一項の規定は、第一項の特別勘定を設けている法人が、同項に規定する取得指定

期間（当該特別勘定の金額が第四項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額で

ある場合その他の政令で定める場合には、第二項第一号に規定する期間その他の政令で

定める期間。次項及び第十二項において「取得指定期間」という。）内に当該特別勘定に

係る同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の

日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の

事業の用（同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用）に供した

とき（当該取得の日を含む事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除

く。）、又は供する見込みであるとき（適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する

場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号

の下欄に規定する地域内にある事業の用（同表の第四号の下欄に掲げる資産については、

その移転を受ける事業の用）に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含

む。）について準用する。この場合において、同項中「当該事業年度の確定した決算」と

あるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の確定した決算」と読み替える

ものとする。 

８ 前条第九項の規定は、第一項の特別勘定を設けている法人が適格分割、適格現物出資又

は適格現物分配（同項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項におい

て「適格分割等」という。）を行う場合において、当該法人が当該適格分割等の日を含む

事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る同条第一項の表の各号の下欄に掲げる

資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産（当該各号の下欄に規定する地域内

にある当該法人の事業の用（同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その法人の事

業の用）に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているも

の又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法

人又は被現物分配法人（以下この項において「分割承継法人等」という。）において当該

適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用（同表



の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用）に供することが見

込まれるものに限る。）を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合に

おいて、同条第九項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資

産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。 

９ 前二項の場合において、その買換資産に係る第一項の特別勘定の金額のうち、当該買換

資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として

政令で定める金額は、当該買換資産の取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益

金の額に算入する。 

１０ 第一項の特別勘定を設けている法人が、自己を株式交換等完全子法人又は株式移転

完全子法人とする法人税法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等（以下こ

の項において「非適格株式交換等」という。）を行つた場合において、当該非適格株式交

換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額（政令で定める金額未満のものを除く。）を有

しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所

得の金額の計算上、益金の額に算入する。 

１１ 第一項の特別勘定を設けている法人が、法人税法第六十四条の十一第一項に規定す

る内国法人、同法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人又は同法第六十四条

の十三第一項に規定する通算法人（同項第一号に掲げる要件に該当するものに限る。）に

該当することとなつた場合において、同法第六十四条の十一第一項に規定する通算開始

直前事業年度、同法第六十四条の十二第一項に規定する通算加入直前事業年度又は同法

第六十四条の十三第一項に規定する通算終了直前事業年度終了の時に第一項の特別勘定

の金額（政令で定める金額未満のものを除く。）を有しているときは、当該特別勘定の金

額は、当該通算開始直前事業年度、当該通算加入直前事業年度又は当該通算終了直前事業

年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 

１２ 第一項の特別勘定を設けている法人が次の各号に掲げる場合（第四項の規定により

合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場

合を除く。）に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当する

こととなつた日を含む事業年度（第四号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を

含む事業年度）の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 

一 取得指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合

に取り崩した場合 当該取り崩した金額 

二 取得指定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合 当

該特別勘定の金額 

三 取得指定期間内に解散した場合（合併により解散した場合を除く。）において、第一項

の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額 

四 取得指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、第一項の

特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額 



１３ 前条第二項の規定は、第七項又は第八項の規定を適用する場合について準用する。こ

の場合において、同条第二項中「当該土地等に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に

係る面積と次条第一項の特別勘定の基礎となつた譲渡に係る同条第七項又は第八項に規

定する買換資産のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。 

１４ 前条第四項の規定は、第七項の規定の適用を受けた法人が、同項に規定する買換資産

（同項の規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第六十四条の十

一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項の規定の適用を受けた

これらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。）の取得をした日から一年

以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に規定する地

域内にある当該法人の事業の用（同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その法人

の事業の用）に供しない場合又は供しなくなつた場合（適格合併、適格分割、適格現物出

資又は適格現物分配（次項において「適格合併等」という。）により当該買換資産を合併

法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人（次項において「合併法人等」

という。）に移転する場合を除く。）について準用する。 

１５ 前条第十二項の規定は、適格合併等により第七項又は第八項の規定の適用を受けた

これらの規定に規定する買換資産（これらの規定の適用を受けた事業年度以後の事業年

度において法人税法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条

の十三第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するも

のを除く。）の移転を受けた合併法人等が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、

現物出資法人又は現物分配法人が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買

換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第一項の表の各号の

下欄に規定する地域内にある事業の用（同表の第四号の下欄に掲げる資産については、そ

の移転を受けた事業の用）に供しない場合又は供しなくなつた場合（適格合併等により当

該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。）について準用する。 

１６ 前条第五項及び第六項の規定は第一項又は第七項の規定を適用する場合について、

同条第七項及び第八項の規定は第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産につい

て、同条第十一項の規定は第八項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。こ

の場合において、第一項の規定を適用するときは、同条第五項及び第六項中「明細書」と

あるのは、「明細書、取得をする見込みである資産につき財務省令で定める事項を記載し

た書類」と読み替えるものとする。 

１７ 前条第十三項の規定は、第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産について

準用する。 

１８ 前条第十四項の規定は、第一項、第二項、第七項又は第八項の規定（同条第一項の表

の第三号に係る部分に限る。）を適用する場合について準用する。この場合において、第

一項又は第二項の規定を適用するときは、同条第十四項中「取得をした」とあるのは「取

得をする見込みである」と、「第一項に規定する圧縮限度額」とあるのは「次条第一項又



は第二項に規定する百分の八十に相当する金額」と、「同項」とあるのは「これら」と、

同項各号中「第一項に」とあるのは「次条第一項又は第二項に」と読み替えるものとする。 

１９ 法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する

法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむ

を得ない事情により、前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の第七項に規定する取

得指定期間内における取得をすることが困難となつた場合において、当該取得指定期間

の初日から当該取得指定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該各

号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより

納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、前各項の規定の適用については、これらの

規定に規定する取得指定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。 

２０ 第十六項から前項までに定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が前条第一項

の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項の特別勘定の金額

の計算その他同項から第十五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

（特定の資産を交換した場合の課税の特例） 

第六十五条の九 法人が、昭和四十五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、そ

の有する資産で第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げるもの（その交換による

譲渡につき第六十三条第一項の規定の適用がある土地等を除く。以下この条において「交

換譲渡資産」という。）と当該各号の下欄に掲げる資産（以下この条において「交換取得

資産」という。）との交換（第六十五条第一項第二号から第七号までに規定する交換、換

地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。）をした

場合（当該交換に伴い交換差金（交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資

産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。）を取得し、又は

支払つた場合を含む。）又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、

交換差金を取得した場合（以下この条において「他資産との交換の場合」という。）にお

ける前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。 

一 当該交換譲渡資産（他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとし

て政令で定める部分に限る。）は、当該法人が、その交換の日において、同日における

当該資産の価額に相当する金額をもつて第六十五条の七第一項の譲渡をしたものとみ

なす。 

二 当該交換取得資産は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の

価額に相当する金額をもつて第六十五条の七第一項の取得をし、同項及び同条第九項

の届出をしたものとみなす。 

 

附 則 （令和五年三月三一日法律第三号） 抄 



第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

四 次に掲げる規定 令和六年四月一日 

イからハまで 略 

ニ 第十条中租税特別措置法第三十七条第一項の改正規定（「ときは」の下に「、政令で定

めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした

場合における当該譲渡につき」を加える部分に限る。）、同条第三項の改正規定（「令和五

年十二月三十一日」を「令和八年十二月三十一日」に、「第四号」を「第三号」に改める

部分を除く。）、同条第四項の改正規定（「令和五年十二月三十一日」を「令和八年十二月

三十一日」に、「第四号」を「第三号」に改める部分を除く。）、同法第三十七条の四第二

号の改正規定、同法第六十五条の七第一項の改正規定（「は、当該買換資産」の下に「（政

令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出

をした場合における当該買換資産に限る。）」を加える部分に限る。）、同条第九項の改正規

定（「第五号」を「第四号」に改める部分を除く。）、同法第六十五条の八第七項の改正規

定（「第五号」を「第四号」に改める部分を除く。）、同条第八項の改正規定（「第五号」を

「第四号」に改める部分を除く。）、同法第六十五条の九第二号の改正規定、同法第六十六

条の六の改正規定、同法第六十六条の七の改正規定（同条第九項中「第四十二条の十二の

七第十項」を「第四十二条の十二の七第十一項」に改める部分を除く。）、同法第六十六条

の九の二の改正規定、同法第六十六条の九の三の改正規定（同条第八項中「第四十二条の

十二の七第十項」を「第四十二条の十二の七第十一項」に改める部分を除く。）及び同法

第六十八条の四の改正規定並びに附則第三十二条第七項、第四十六条第三項、第四十八条

及び第五十六条第一項から第五項までの規定 

 

（法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置） 

第四十六条 法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第一号の上

欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得（建設及び製作を含む。以下こ

の条において同じ。）をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に

掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項

の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。 

２ 第十条の規定（附則第一条第四号ニに掲げる改正規定を除く。）による改正後の租税特

別措置法（以下この項において「令和五年新措置法」という。）第六十五条の七から第六

十五条の九まで（令和五年新措置法第六十五条の七第一項の表の第一号、第三号及び第四

号に係る部分に限る。）の規定は、法人が施行日以後に同表の第一号、第三号又は第四号

の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得

をする場合の当該資産及び当該資産に係る令和五年新措置法第六十五条の八第一項又は

第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置



法第六十五条の七第一項の表の第二号、第四号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡を

した場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後

に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法

第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後

にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれ

らの号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。 

３ 第十条の規定（附則第一条第四号ニに掲げる改正規定に限る。以下この項において同

じ。）による改正後の租税特別措置法（以下この項において「令和六年新措置法」という。）

第六十五条の七から第六十五条の九まで（令和六年新措置法第六十五条の七第一項及び

第九項の届出に係る部分に限る。）の規定は、法人が令和六年四月一日以後に令和六年新

措置法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に

当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産について適用し、法人が同日

前に第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の上

欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした当該各号の下欄に掲げる

資産又は同日以後に取得をする当該各号の下欄に掲げる資産及び法人が同日以後に同表

の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした当該各号の下

欄に掲げる資産については、なお従前の例による。 


